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1章. 事業概要 
 

1.1. 事業の目的及び実施事項 
 

1.1.1. 目的 
 我が国の林業は、人口減少・少子高齢化に対応した担い手の確保といった他産業と共通する

課題とともに、厳しい地形条件等の下、作業の安全性の確保や、労働生産性及び林業経営の収

益性の向上が難しいといった特有の課題を抱えている。これらの課題を解決しながら、林業を

より魅力ある産業として発展させていくためには、林業の特性を踏まえた新技術の開発から実

証、実用化、普及に至る取組を効果的に進め、林業現場への導入を加速する「林業イノベー

ション」の実現が必要である。 

「林業イノベーション」を推進し、新技術の開発から普及に至る取組を効果的に進め、林業

現場への導入を加速化することを目的として、令和元年 12 月に「林業イノベーション現場実装

推進プログラム」を策定した。令和３年度には、林業イノベーションハブセンター（通称：森

ハブ）を設置し、「林業イノベーション現場実装推進プログラム」を着実に進めるための検討

組織として、各種の取組を実施している。 

「林業イノベーション」の実現には、これまで我が国の林業に携わってきた事業者等に加え

て、新たな技術や視点と森林・林業分野への高い関心を有する異分野の事業者等が集積した上

で、情報共有・交流（マッチング）を活性化し、連携・協業を深めていくための「場」を形成

することが必要である。そのために、森ハブに「森ハブ・プラットフォーム」（以下「森ハブ

PF」という）を令和５年度に設置した。 

今年度事業では、図 1-1 に示すとおり、新技術開発につながる森ハブ会員同士の情報共有・

交流を促進するために森ハブ PF の運営を行った。また、令和６年度デジタル林業戦略拠点構

築推進事業で採択された地域コンソーシアム（３地域）に対して、デジタル技術の現場実装や

自律的な進展が実現可能となるように支援を行った。さらに、近年、技術が進展しつつある林

業機械の自動化・遠隔操作化において、これらの技術の実用化とより一層の普及を推進するこ

とを目的に、林業機械の自動運転・遠隔操作の安全対策について検討しガイドライン（案）を

作成した。 
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図 1-1 林業イノベーションハブセンター（森ハブ）の概要 
 

1.1.2. 実施事項 
本事業の実施事項と、対応する本報告書該当箇所について表 1-1 に示す。各実施事項同士は

図 1-2 に示すように互いに関連しており、専門委員会等の助言を得ながら実施した。 

 

表 1-1 実施事項の概要 
実施事項 報告書見出し ページ 

有識者からなる専門委員会等の設置によ
る事業実施方針等の検討 1.2 専門委員会等の設置・運営 4 

デジタル林業戦略拠点構築推進事業採択地域に対する伴走支援・横展開の検討  

 採択地域へのコーディネーター派遣
等による伴走支援 

2.2.1 伴走支援の実施 
2.2.2 デジタル分科会・現地視察の開催 

11 
13 

 採択地域外への横展開の検討 
2.2.3 スマート林業・DX 実践のための進
捗度チェックリストの活用・分析 
2.2.4 導入効果の定量評価方法の検討 

16 
 
18 

森ハブ・プラットフォームの構築・運営  

 森ハブ・プラットフォーム事務局の
設置 

3.2.2 森ハブ PF 会員の登録及び情報共有 
 33 

 林業現場の課題・ニーズ、技術シー
ズ等の把握及び会員向け情報提供 

3.2.1 森ハブ専用ホームページの開設 28 

 イベント開催・会員間交流の仕組み
づくりによるマッチングの推進等 3.2.3 イベント開催・情報発信 40 

 ワーキング・グループの設置・運営
支援 

3.2.4 ワーキング・グループの設置・運
営支援 51 

林業機械の自動運転・遠隔操作に関する
安全対策の検討 

4 章林業機械の自動運転・遠隔操作に係
る安全対策の検討 56 

シンポジウム等による成果の発信 3.2.3 イベント開催・情報発信 40 
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図 1-2 事業実施の流れ 
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1.2. 専門委員会等の設置・運営 
 

本事業では、有識者からなる会議の場を３つ（①専門委員会、②デジタル分科会、③林業機

械の自動運転・遠隔操作に関する安全対策検討会）設置し、事業実施方針等の検討を進めた。 

 

1.2.1. 専門委員会 
専門委員会では、本事業の実施に係る検討や事業全体の進捗管理を行うこととする。委員名

簿を表 1-2 に示す。専門委員会の開催概要を表 1-3 に、開催の様子を図 1-3 に示す。 

 

表 1-2 専門委員名簿 
氏名 所属 

大金 重秀 栃木県 環境森林部 林業木材産業課 課⻑ 

鹿又 秀聡 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 
林業経営・政策研究領域 林業システム研究室 主任研究員 

坂井 貴行 神⼾大学 バリュースクール 教授 
柴田 君也 株式会社柴田産業 代表取締役 

立花 敏（座⻑） 
京都大学 大学院農学研究科 森林科学専攻 
森林・人間関係学分野 教授 

見山 謙一郎 昭和女子大学 人間社会学部 現代教養学科 教授 
 

表 1-3 専門委員会開催概要 
委員会 開催日時・場所 主な議題 

第 1 回 

令和６（2024）年 
７月 30 日 
14:30-16:30 
日林協会館 

 事業の実施概要（実施体制、実施項目、専門委員会
の実施概要、スケジュール） 

 各事業内容の実施方針（デジタル林業戦略拠点に係
る伴走支援・横展開、森ハブ・プラットフォームの
構築・運営、シンポジウム等による成果の発信、林
業機械の自動運転・遠隔操作に係る安全対策の検
討） 

第 2 回 

令和６（2024）年 
10 月 31 日 
15:00-17:30 
主婦会館プラザエフ 

 各事業内容の実施状況の確認・中間報告（第１回専
門委員会の振り返り、森ハブ・プラットフォームの
構築・運営、デジタル林業戦略拠点に係る伴走支
援・横展開、林業機械の自動運転・遠隔操作に係る
安全対策の検討） 

第 3 回 

令和 7（2025）年 
1 月 27 日 
9:30-12:00 
日林協会館 

 森ハブ・プラットフォームのイベントについて（深
掘りイベントの座談会の成果概要、２月シンポジウ
ムの実施予定の報告） 

 森ハブ・プラットフォームの今後の運営方針（森ハ
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ブ PF の実施と会員の状況、森ハブ PF 会員の細分
化） 

 林業イノベーション現場実装推進プログラムの改定
素案（スマート林業）に対する意見照会 

 

 

図 1-3 第１回専門委員会の様子 
 

1.2.2. デジタル分科会 
デジタル分科会では、デジタル林業戦略拠点の事業実施地域の優良事例化、全国への横展開

について、専門的な議論や検討を行うこととする。委員名簿を表 1-4 に示す。デジタル分科会

の開催概要を表 1-5 に、開催の様子を図 1-4 に示す。なお、第２回分科会は現地視察と同時に

実施している。 

 

表 1-4 デジタル分科会委員名簿 
氏名 所属 

伊呂原 隆 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授 

鹿又 秀聡（座⻑） 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 
林業経営・政策研究領域 林業システム研究室 主任研究員 

髙橋 伸幸 群馬県森林組合連合会 総務部⻑ 

中澤 昌彦 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 
林業工学領域 収穫システム研究室 室⻑ 

 

表 1-5 デジタル分科会開催概要 
委員会 開催日時・場所 主な議題 

第 1 回 
令和６（2024）年 
７月 22 日 
14:00-16:00 

 デジタル林業戦略拠点の横展開の実施方針（案） 
 デジタル林業戦略拠点採択地域からの報告（今年

度の実施方針） 
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日林協会館 

第 2 回 

令和６（2024）年 
9 月 6 日 
15:30-16:45 
米子コンベンション
センター（鳥取県） 

 デジタル林業戦略拠点採択地域からの進捗報告 
 （現地視察と同時開催） 

第 3 回 

令和 7（2025）年 
1 月 23 日 
13:30-16:00 
日林協会館 

 デジタル林業戦略拠点採択地域からの進捗報告 
 横展開に関する進捗状況（チェックリスト・導入

効果の定量化 等） 

 

 

図 1-4 第１回デジタル分科会の様子 
 

1.2.3. 林業機械の自動運転・遠隔操作に関する安全対策検討会 
林業機械の自動運転・遠隔操作に関する安全対策検討会（以下「安全対策検討会」という）

では、事務局から付議されたガイドライン案を承認するともに、指導・助言を行うこととす

る。委員名簿を表 1-6 に示す。安全対策検討会の開催概要を表 1-7 に、開催の様子を図 1-5 に

示す。 

 

表 1-6 安全対策検討会委員名簿 
区分 氏名 所属 

学識経験者 

岩岡 正博 森林利用学会 会⻑ 

齋藤 剛 
独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 
新技術安全研究グループ 部⻑ 

陣川 雅樹 

（座⻑） 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

企画部 研究管理科 主任研究員 

中澤 昌彦 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所  

林業研究部門 林業工学研究領域 収穫システム研究室 室⻑ 
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関係団体 

天田 寿 全日本森林林業木材関連産業労働組合連合会 書記次⻑ 

淡田 和宏 全国森林組合連合会 担い手雇用対策部 部⻑ 
石井 晴雄 一般社団法人林業機械化協会 専務理事 
日髙 勝三郎 全国素材生産業協同組合連合会 会⻑ 

林業機械 

メーカー 

飯澤 宇雄 魚谷鉄工株式会社 取締役 技術ブロックリーダー 

伊藤 康志 株式会社前田製作所 産業機械本部 企画管理部 部⻑ 

中島 真二 株式会社諸岡 営業本部 営業統括部 副部⻑ 

舞草 秀信 イワフジ工業株式会社 開発部 電気課 課⻑ 

松本 良三 松本システムエンジニアリング株式会社 代表取締役社⻑ 

林業事業体 堀江 慶佑 株式会社堀江林業 取締役専務 

オブザーバー：林業・木材製造業労働災害防止協会  

       厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対策室 

 

表 1-7 安全対策検討会開催概要 
委員会 開催日時・場所 主な議題 

第 1 回 

令和 ６（2024）年  
７月 31 日 
13:30-16:30 
三番町共用会議室 

 林業機械の安全にかかる現行規定 
 林業機械の活用・開発の現状 
 他産業におけるガイドラインの事例 
 リスクアセスメントの概要 

第 2 回 

令和 ６（2024）年  
９月 ９日 
13:30-16:30 
三番町共用会議室 

 ガイドラインの適用範囲等 
 機械メーカーヒアリング 

第 3 回 

令和 ６（2024）年 
 11 月 15 日 
13:30-16:30 
三番町共用会議室 

 ガイドライン作成スケジュール 
 ガイドライン検討 

第 4 回 

令和 ７（2025）年  
2 月 18 日 
13:30-16:30 
日林協会館 

 ガイドライン（案）の検討 
 自動運転林業機械及び遠隔操作林業機械の開

発・実用化・販売状況に関するアンケート結果
の報告 
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図 1-5 安全対策検討会の様子 
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2章. デジタル林業戦略拠点に係る伴走支援・横展開 
 

2.1. 実施概要 
 

2.1.1. 背景及び目的 
林業の生産性・安全性・収益性の向上を図るには、デジタル技術の活用など林業イノベー

ションを更に推進する必要がある。 

全国的に航空レーザ計測による森林資源情報の整備が進み、一部地域では ICT を活用した生

産管理に係るシステムの実証活動が行われるなど、林業におけるデジタル技術の活用基盤は着

実に進展してきている。 

しかしながら、これまでデジタル技術は一部の者や分断的な利用に留まっており、複数事業

者が複数工程のデータ連携により地域全体でデジタル化の便益を享受するような仕組み、費用

対効果の可視化や資金調達により断続的にデジタル技術を導入・改良して現場定着がなされる

ような仕組みは確立されてこなかった。 

そのため、今後は、地域全体で、森林調査から原木の生産・流通に至る林業活動にデジタル

技術をフル活用する「デジタル林業」の実践・定着を進めることが重要である。 

このような背景を踏まえ、令和５年度から「デジタル林業戦略拠点構築推進事業」（地域一

体で原木の生産・流通等の林業活動にデジタル技術をフル活用する取組への補助事業）を開始

した。令和６年度は、昨年度に引き続き北海道・静岡県・鳥取県の３地域が採択された。 

 

2.1.2. 実施体制 
デジタル林業戦略拠点に係る伴走支援・横展開は、森ハブ事務局からのコーディネーター派

遣による３地域の伴走支援と、デジタル分科会による横展開に向けた検討という体制をとって

いる。 

デジタル林業戦略拠点においては、多数のプレーヤーが参画する地域コンソーシアム（以下

「地域コンソ」という）を設立し、利害関係者間の合意形成、地域に適した技術の選別、導入

効果の検証等を行い、現場の実態に合わせた技術・システムの改良を重ねながら、自律的に進

展していくことが求められている。しかしながら、３地域の主な取組は、後述「2.3地域ごとの

取組」のとおり、原木の生産・流通のデジタル化（ICT ハーベスタデータ・需給マッチングシ

ステム・トレーサビリティシステムの活用）であり、これまで前例が少なく、専門的かつ高度

な取組となっている。このことから、デジタル技術の現場定着や、協議会での合意形成などを

スムーズに進展させるためには、地域コンソの自律的な取組を支援する外部支援機関（森ハブ

事務局やコーディネーター等）から助言を得ることが有効であると考えられる。 

このため、森ハブでは、以下の２つの視点から地域コンソの支援を行うことを目的に、図 

2-1 に示すように、森ハブ事務局から地域コンソにコーディネーターを派遣する支援体制を構

築した。 

① デジタル技術の現場定着を進める場合、地域課題の的確な把握や、その地域に適したデ

ジタル機器等の選定が重要となる。そのため、地域の実情に応じた技術や機器の導入・
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改良、あるいは導入効果の把握に関する技術的助言を行うことが出来る専門家による支

援が必要である。 

② 地域コンソには、多くの利害関係者が参画しているため、取組に際しては関係者間の合

意形成が重要となる。そのため、地域の協議会等に参加し、これまで漠然としていた課

題を明確にするなど論点を整理したり、第三者としての公平・客観的な視点から助言を

行ったりすることで、合意形成へ導くことが出来る専門家による支援が必要である。 

 

 

図 2-1 森ハブにおける地域コンソーシアム取組への伴走支援の位置づけ（再掲） 
 

なお、シンポジウムによる３地域の成果報告については「3.2.3イベント開催・情報発信」に

記載している。 
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2.2. 実施項目 
 

2.2.1. 伴走支援の実施 
森ハブ事務局では、地域コンソへの伴走支援として、コーディネーター派遣による支援と、

森ハブ事務局による直接支援の２つの方法をとっている。 

地域コンソへの伴走支援における１年の流れは図 2-2 のとおりであり、この中で森ハブ事務

局が果たした役割について表 2-1 にまとめている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 伴走支援の 1 年の流れの目安 
 

表 2-1 伴走支援における森ハブ事務局の役割 
役割 実施概要 

コーディネーターの
選定・派遣の実施 

 地域に適したコーディネーターを派遣するため、コーディ
ネーターの得意分野や、地域のニーズを丁寧にヒアリング
し、双方が満足するマッチングに努めた。 

 今年度は、昨年度選定したコーディネーターを引き続き選
定した。 

コーディネーターに
よ る 実 証 活 動 確 認
（派遣等）の支援 

 地域へのコーディネーター派遣に際しての事務手続きの整
理（謝金・旅費・依頼文書）のほか、適宜地域とコーディ
ネーターの橋渡し役を担った。 

 会議への同席や視察への同行を行い、議事進行や現地視察
などが円滑に運ぶよう働きかけを行った。 

 コーディネーターによるチェックリスト※の採点、地域コ

 2 
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ンソによるレポート作成にあたり 3 地域の取組について情
報共有しながら助言を行った。 

資料作成の支援・助
言 

地域コンソが実証計画・成果を発表する場として、デジタル分
科会及びシンポジウムがあり、それらの発表がより良いものと
なるよう資料作成の支援・助言を行った。 

地域の取組状況の情
報共有 

地域コンソ同士の情報共有や異分野も含め幅広く成果を共有す
る場として、デジタル分科会及びシンポジウムを運営した。 

※ チェックリストについては後述「2.2.3 スマート林業・DX 実践のための進捗度チェック
リストの活用・分析」 

 

各地域を担当するコーディネーターは昨年度から継続して表 2-2 のとおり選定した。いずれ

のコーディネーターもデジタル分科会委員と兼任である。 

コーディネーター派遣の概要は表 2-3 に、派遣レポートは巻末資料（非公開）に付した。 

 

表 2-2 コーディネーターの選定 

地域 
コーディネーター 

（所属） 
選定理由 

北海道 

中澤 昌彦 
（森林総合研究所） 

林業工学の専門家で ICT ハーベスタデータの取扱
い等にも造詣が深く、地域が取り組む ICT ハーベ
スタを用いた SCM システム構築への支援に適任
である。 

岡田 広行 
（住友林業株式会社） 

社有林の管理・運営のほか、市町村や⺠間企業向
けに、地域材活用促進や ICT 導入等のサービスを
提供した経験を有しており、原木の生産・流通に
至る林業活動への支援に適任である。 

静岡県 
髙橋 伸幸 
（群馬県森林組合連合会） 

群馬県森連における SCM システム構築に携わっ
ており、地域における県森連を中心としたシステ
ム構築に対し、同様の立場からの実務的な視点に
よる支援に適任である。 

鳥取県 
鹿又 秀聡 
（森林総合研究所） 

林業経営学の専門家で低コスト・効率的な丸太精
算のためのシステム開発を行っており、地域が取
り組む県産材証明などトレーサビリティの効率化
を図る SCM システム構築の支援に適任である。 
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表 2-3 令和 6 年度コーディネーター派遣等の概要 
地域 時期 概要 

北海道 

令和６(2024)年 
8 月 8 日〜9 日 

 令和 6 年度の造林作業の機械化・位置誘導システムに関する
実証内容等の検討 

 造林作業の機械化及び位置誘導システムのデモンストレー
ション（現地） 

令和 7(2025)年 
3 月 6 日 

 令和 6 年度の取り組み成果報告 
 令和 7 年度の取り組み計画説明及び意見交換 

静岡県 

令和６(2024)年 
７月 17 日 

 原木生産・納品情報共有システム改良に係る仕様等検討 
 県内の横展開、事業後の自走に向けた意見交換 

令和 6(2024)年 
11 月 27 日 

 原木生産・納品情報共有システム改良の内容の説明及び実演 
 システム運用実証の効果測定に向けた意見交換 

令和 7(2025)年 
2 月 12 日 

 シンポジウム発表資料の情報共有 
 システム改良の説明及び山土場情報表示の実演 
 今後の横展開、システム改良に向けた意見交換 

鳥取県 

令和 6(2024)年 
9 月 5 日 

 森林施業プラン支援システムおよび SCM システムのシステ
ム改良に向けた意見交換 

令和 6(2024)年 
11 月 27 日 

 森林施業プラン支援システムのシステム開発会社とシステム
改良に向けて意見交換 

 

2.2.2. デジタル分科会・現地視察の開催 
デジタル林業戦略拠点の実証の取組やコーディネーター派遣における成果を取りまとめると

ともに、全国への横展開に向けた取り組みを検討するため、デジタル分科会を設置・開催して

いる。委員名簿、デジタル分科会の開催概要を表 2-4、表 2-5 に、開催の様子を図 2-3 に示す

（再掲）。なお、第２回分科会は現地視察と同時に実施している。 

 

表 2-4 デジタル分科会委員名簿（再掲） 
氏名 所属 

伊呂原 隆 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授 

鹿又 秀聡（座⻑） 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 
林業経営・政策研究領域 林業システム研究室 主任研究員 

髙橋 伸幸 群馬県森林組合連合会 総務部⻑ 

中澤 昌彦 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 
林業工学領域 収穫システム研究室 室⻑ 

 

表 2-5 デジタル分科会開催概要（再掲） 
委員会 開催日時・場所 主な議題 

第 1 回 
令和６（2024）年 
７月 22 日 

 デ ジ タ ル 林 業 戦 略 拠 点 の 横 展 開 の 実 施 方 針
（案） 
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14:00-16:00 
日林協会館 

 デジタル林業戦略拠点採択地域からの報告（今
年度の実施方針） 

第 2 回 

令和６（2024）年 
9 月 6 日 
15:30-16:45 
米子コンベンション
センター（鳥取県） 

 デジタル林業戦略拠点採択地域からの進捗報告 
 （現地視察と同時開催） 

第 3 回 

令和 7（2025）年 
1 月 23 日 
13:30-16:00 
日林協会館 

 デジタル林業戦略拠点採択地域からの進捗報告 
 横展開に関する進捗状況（チェックリスト・導

入効果の定量化 等） 

 

 

図 2-3 デジタル分科会の様子（再掲） 
 

第２回分科会は、鳥取地域の現地視察に合わせて開催した。昨年度は静岡地域を対象に現地

視察を実施している。現地視察の実施概要は表 2-6、表 2-7 のとおりであり、鳥取地域における

実証の進捗状況を確認するとともに、サプライチェーンを構成する山土場、木材市場、合板工

場、プレカット工場を見学した上で、システムの導入により木材の流通へどのような効果が生

じるか等について意見交換を行った。 

参加者は分科会委員４名全員（前掲表 2-4）のほか、北海道地域（分科会 Web のみ）、静岡

地域（現地参加）、鳥取地域（現地参加）、林野庁、森ハブ事務局である。 

 

表 2-6 鳥取地域現地視察の概要 
月日 種別 概要 

令和 6 
(2024)年 
9 月 6 日 

視察、意見交換 
 株式会社米子木材市場 
 山土場（⻄佐伯郡大山町） 
 株式会社ミヨシ産業 ＜プレカット工場＞ 
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第 2 回デジタル
分科会 

 鳥取地域 SCM システムについて 
 静岡地域 進捗報告・視察しての意見 
 北海道地域 進捗報告 
 質疑応答・意見交換 

9 月 7 日 

視察、意見交換  株式会社 日新 ＜合板工場＞ 

意見交換 
（座談会） 

 SCM システム、サプライチェーンの可視化について 
 委員等からのコメント・振り返り 
 リードタイム、在庫量に係る視点での意見交換 

 

表 2-7 現地視察の様子 

山土場 

   

(株）米子木材市場 
 

   

(株)日新 
 

合板工場 

   

(株）ミヨシ産業 
 

プレカット工場 
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2.2.3. スマート林業・DX 実践のための進捗度チェックリストの活用・分析 
（1） チェックリストの目的 

地域一体でデジタル化を推進するためには、機器やシステム等のハード面の整備だけではな

く、合意形成・人材育成等のソフト面の取組も重要ではあるが、ソフト面は可視化しにくく、

これまで十分な定量的評価がなされてこなかった。そのため、デジタル化の進捗状況を５段階

評価の数値で把握し、地域の強みや弱みを可視化することを目的として「チェックリスト」を

令和５年度に作成した。 

地域での取り組みは、図 2-4 のとおりフェーズ１から３へ段階的に発展していくと考えら

れ、チェックリストはそれぞれのフェーズごとに６つの評価項目（組織体制、資金調達、活動

内容、改善プロセス、人材育成、ICT 活用・リテラシー）に区分したチェック項目による採点

を行う形式となっている。図 2-5 のとおり、チェックリストの採点はエクセルファイル上で行

い、採点結果はレーダーチャートで表示され、各フェーズの到達状況を定量化・可視化するこ

とができる。 

令和５年度にはデジタル林業戦略拠点の進捗度を確認するためのチェックリストとして作成

したが、林業のデジタル化を目指す地域で普遍的に活用できるものであると考えられ、「ス

マート林業・DX 実践のための進捗度チェックリスト」（以下「チェックリスト」という）と

称することとした。 

 

 

図 2-4 チェックリストのフェーズと評価項目 
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図 2-5 チェックリストによる採点方法のイメージ 
 

（2） スマート林業・DX 実践のための進捗度チェックリストの活用方法 
林業のデジタル化を目指す地域協議会・コンソーシアム等におけるチェックリストの活用方

法としては、表 2-8 が考えられる。 

 

表 2-8 チェックリストの活用方法 
目的 活用方法・留意点 

地域協議会がフェーズ 1〜3 まで
の発達段階のどこに位置づくか、
自ら確認するために利用する。 

 取組期間の最初と最後など、複数時点で採点を行
う。 

 絶対的な目標値の達成を目指すものではなく、協議
会の進展を確認するものであることに留意する。 

不足している点はどこかを確認
し、PDCA の C（Check）に活用
する。 

 不足している（レーダーチャートで凹）項目につい
て力を入れるような計画を作成する。 

レ
ổ
ダ
ổ
チ
ἀ
ổ
ト︵
６
評
価
項
目
︶ 

フェーズごとの 
レーダーチャート

を自動作成 

チ
ỽ
ỿ
ク
リ
ス
ト
の
採
点
方
法 

︵
５
段
階
評
価
︶ 

（エクセルファイルに入力） 
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客観評価を取り入れ、進捗確認と
PDCA をより確実なものとする。 

 地域協議会の事務局による自己評価と、外部の有識
者等（デジタル林業戦略拠点においては森ハブの
コーディネーター）による客観評価（他己評価）を
比較し、差異について分析する。 

 自己評価が過度に高い場合、低い場合があるため、
客観的な視点も重要である。 

 

デジタル林業戦略拠点の３地域で実際にチェックリストを活用したところ、表 2-9 のような

効果が得られた。実際のチェックリストの結果は巻末資料（非公開）に付す。 

 

表 2-9 デジタル林業戦略拠点 3 地域におけるチェックリストの活用結果 
実施概要 効果 

R５年度終了時に、自己評価と
コーディネーターによる客観評価
（他己評価）を行い、差異につい
て意見交換を行った。 

 地域とコーディネーターの間で、課題の捉え方、課
題へのアプローチの方法が異なることで、採点結果
の差異が生じた。 

 意見交換により差異の要因を双方が認識すること
で、よりよい指導・助言を行うことができた。 

R５年度終了時のチェックリスト
結果を活用し、R6 年度事業開始
時の目標・計画を立てた。 

 R５に不足していた部分（レーダーチャートで凹）を
強化するような目標・計画を立てることができた。 

 

 

2.2.4. 導入効果の定量評価方法の検討 
デジタル林業戦略拠点をはじめとして林業のデジタル化に取り組んだ効果を定量的に評価す

ることで、他の地域が納得感を持ってデジタル化に取り組むことができ、横展開につながると

考えられる。 

導入効果の定量評価方法として、令和５年度まで作成してきた導入効果額算定表（以下「効

果額算定表」という）に加え、他産業における評価方法を参考として新たな手法を検討した。

製造業等の他産業における生産管理では、リードタイム、在庫量の把握を通じてサプライ

チェーンを評価する手法が一般的に用いられている。この手法を参考に、林業及び木材流通に

適用することを検討した。 

 

（1） 導入効果額算定表 
効果額算定表の考え方を図 2-6 に、様式を図 2-7 に示す。効果額算定表は、スマート林業構

築普及展開事業（平成 30 年度～令和４年度）における 12 地域の算定結果より、一定のコスト

削減効果を明らかにすることができた。そこで、令和５年度はデジタル林業戦略拠点の定量評

価にも用いることとした。 

効果額算定表は、どのような事業体であってもコスト構造に大きな違いがない素材生産部門

については、木材一立方の生産コストを積み上げて算定することが容易であったという特徴が
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ある。デジタル林業戦略拠点の実証は川上から川下まで幅広く対象としていることから、効果

額算定表の対象範囲を広げることが必要である。併せて、素材生産から運送、木材市場、加工

施設など、規模も異なり、歩留まりを含む取扱数量や単価（コスト構造や付加価値生産額を含

む）を取引関係にある各段階が相互に開示することも難しいことに留意が必要である。 

このため、従来どおり効果額算定表に立方あたり単価を記載し、取組前後の差分を費用削減

額ないし販売価格向上額とする効果額の算定は難しいことから、単価を直接記載することな

く、取組の効果である費用削減額や販売価格向上額のみを算定することが考えられる（取組前 

x 円/m3 → 取組後 x±○円/m3といった記載とし、x については開示しない。）。 

こうした手法で具体的に算定・計測可能な事項としては、各主体におけるシステム導入前後

の作業・事務にかかる時間がある。一例として、各段階で検知に要していた時間や、手入力を

要していた紙伝票の処理時間が削減できた時間を算出し、人件費単価を乗じたものをシステム

導入効果とし、これとシステム導入費用を比較することによって、システム導入の費用対効果

（投資効果）を算出することができる。投資効果は、投資（取組）前に試算することによっ

て、取組の効果を把握し投資判断を行うために算定するほか、取組実施後にシステムが効果的

に整備されたか実証する観点で実地計測することも必要である。地域ごとに部分的な計測や一

定の試算は行っているものの、令和６年度時点では安定してシステムの利用が可能な段階には

なかったことから、システム導入による削減時間の十分な実地計測は困難であった。 

 

 

図 2-6 効果額算定表の考え方 
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図 2-7 効果額算定表の様式 
 

（2） リードタイム、在庫量に関する新たな指標 
前項(1)で述べたとおり、効果額算定表によって川上から川下までのサプライチェーン全体の

コスト・付加価値生産額を可視化し、取組の影響を定量化することは困難である。一方で、他

産業においては、サプライチェーン全体を通じた評価指標として、生産にあたってリードタイ

ムや在庫量を把握し、これを最適化することが一般的に用いられており、生産管理の一手法と

して定着している。 

林業・木材産業の特に川上（～川中）工程においては、リードタイム、在庫量についてこれ

まで明示的に取り上げられることはなかったが、サプライチェーンの構築においては重要な視

点だといえる。そこで、図 2-8 のとおり考え方を整理した。 

 

 

 

 

図 2-8 林業・木材産業におけるリードタイム・在庫の考え方 

目標 ・リードタイムの適正化  ・在庫量の適正化 
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前掲図 2-8 のとおり、林業・木材産業のサプライチェーンの各段階における在庫量を把握

し、適正在庫量に対し過大とも過小ともならないように管理することが必要である。適正在庫

量に対し過大となる場合には、管理コスト、財務コストや品質低下リスクを抱えることとな

り、過小となる場合には失注リスクが生じる。また、在庫量の必要以上の変動は過大・過小の

双方のリスクを保有することとなる。 

在庫に関する指標として、在庫期間、在庫回転率があり、これらの指標をサプライチェーン

の各段階のうち測定可能な箇所で継続的に計測し、改善（最適化）を図ることが一般的な取組

手法である。林業・木材産業のサプライチェーンのうち、立木在庫量については地域ごとに所

有・取引形態が異なり、適正在庫量の設定の目安が困難であることから、現時点では計測しな

いこととし、次いで比較的上流側となる山土場での原木在庫を計測し適用することを検討し

た。山土場における適正在庫量は、出材量、土場の広さ、運材状況、製材工場等の受入状況な

どによって変動するものであり、在庫期間・在庫回転率についても、単一の目標値を設定する

ような性質は無いが、現場ごとや、事業者ごとなどの単位で継続して計測し、情報システムの

活用も含めて様々な手段で改善（最適化）を図っていくことで、より良いサプライチェーンと

なっていくものである。 

在庫期間、在庫回転率は一般的には価格で計算するが、山土場での原木在庫の状態では価格

が確定していないことが多いため、計測可能な材積を用いて「山土場回転期間」「山土場回転

率」を求めることとした。なお、A 材・B 材・C 材の分別管理を行っている場合などでは、単

価が高く、品質向上のメリットが見えやすい A 材・B 材に限って在庫量を把握し、C 材や枝条

についてはより簡便な仕組みで管理することも考えられる。 

山土場回転期間・回転率の算出イメージは図 2-9 のとおりである。また、山土場の貯留量を

日々計測することにより、回転期間・回転率だけでなく、ばらつきの有無（安定供給できてい

るか）等も指標とすることができる。デジタル林業戦略拠点の３地域は、それぞれの手法で土

場の貯留量を計測する手法（北海道：ICT ハーベスタデータの活用、静岡県：土場の写真共

有、鳥取県：写真検知アプリ・日報アプリ）を用いていることから、来年度は山土場回転期

間・回転率を把握し、改善に取り組むことが可能と考えられる。 
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在庫回転期間  ＝ 棚卸資産 ÷ 売上高（もしくは売上原価） 
 

 
 
山土場回転期間 ＝ 期間中の土場の平均貯留材積 ÷ 期間中のトラック運搬総材積 
 
在庫回転率   ＝ 売上高 ÷ 在庫高（棚卸資産） 
 
 
 
山土場回転率  ＝ 期間中のトラック運搬総材積 ÷ 期間中の土場の平均貯留材積 

 

 

 

 

図 2-9 山土場回転期間・回転率の算出イメージ 
 

 

 

  

入荷から出荷まで
の期間 

一定期間で在庫が
何回入れ替わった
のかを示す指標 
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2.3. 地域ごとの取組 
 

デジタル林業戦略拠点３地域の取組概要を以下に示す。実施結果を報告したシンポジウム

（3.2.3 イベント開催・情報発信に詳述）での発表資料は巻末資料に付す。 

 

2.3.1. 北海道 
北海道のスマート林業EZOモデル構築協議会は、産・学・官・金（金融）の関係者が連携し

て、スマート林業のモデル的な取組を行う協議会である。主に ICT ハーベスタから出力され

た、出荷先別の丸太の長さ・径級データを原木の生産・流通管理に活用するための実証を行っ

ており、令和６年度は、①ICT ハーベスタの生産データを活用した運材トラック単位での生産

管理、②GNSS を活用した造林作業の効率化等に取り組んだ。 

地域の取組に対する、コーディネーター派遣の概要は表 2-10 のとおりである。 

 

表 2-10 コーディネーター派遣等の概要（北海道） 
回 時期 概要 写真 

1 

令和６ 
（2024）年 
8 月 8 日 
〜9 日 

 令和 6 年度の造林作業の機械化・位置誘導システム
に関する実証内容等の検討 

 造林作業の機械化及び位置誘導システムのデモンス
トレーション（現地）  

2 
令和 7 
（2025）年 
3 月 6 日 

 令和 6 年度の取り組み成果報告 
 令和 7 年度の取り組み計画説明及び意見交換 

 
 

2.3.2. 静岡県 
静岡県東部では、ジャストインタイムの原木流通体制の構築が課題であるため、素材生産業

者、原木流通業者、原木需要者等により、静岡県東部地域デジタル林業推進コンソーシアムが

設立された。令和６年度は、原木の生産情報把握の効率化、原木の出荷・納品の情報の入力・

集計等業務の省力化や情報連携の迅速化により、生産・流通の効率化を図るため、主に原木生

産・納品情報共有システムの構築・改良に取り組んだ。 

地域の取組に対し、コーディネーター派遣の概要は表 2-11 のとおりである。 

 

表 2-11 コーディネーター派遣等の概要（静岡県） 
回 時期 概要 写真 

1 
令和６ 
（2024）年 
７月 17 日 

 原木生産・納品情報共有システム改良に係る仕様等
検討 

 県内の横展開、事業後の自走に向けた意見交換 
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2 
令和 6 
（2024）年 
11 月 27 日 

 原木生産・納品情報共有システム改良の内容の説明
及び実機の実演 

 システム運用実証の効果測定に向けた意見交換 
 

3 
令和 7 
（2025）年 
2 月 12 日 

 シンポジウム発表資料の情報共有 
 システム改良の説明及び山土場情報表示の実演 
 今後の横展開、システム改良に向けた意見交換 

 
 

2.3.3. 鳥取県 
鳥取県デジタル林業コンソーシアムには、森林組合、木材市場、流通業者、製材所、プレ

カット工場、工務店等が参画しており、①素材生産量の増大を図るための皆伐再造林への転

換、②施業現場等への ICT 技術やドローンの導入推進、③ICT を活用した原木の安定供給シス

テムの構築を目標として活動しており、今年度は主に、川上・川中・川下の生産流通サプラ

イ・チェーン・マネジメント（SCM）システムの構築に取り組んだ。 

地域の取組に対し、コーディネーター派遣の概要は表 2-12 のとおりである。 

 

表 2-12 コーディネーター派遣等の概要（鳥取県） 
回 時期 概要 写真 

1 
令和 6 
（2024）年 
9 月 5 日 

 森林施業プラン支援システムおよび SCM システム
のシステム改良に向けた意見交換 

 

2 
令和 6 
（2024）年 
11 月 27 日 

 森林施業プラン支援システムのシステム開発会社と
システム改良に向けて意見交換 
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2.4. 今後の課題 
 

地域コンソにおける実証は順調に進んでいるとはいえ、来年度は自走に向けた最終年度とし

ての取組が必要となる。引き続き、コーディネーター派遣による支援を行っていく。 

コーディネーターが効果的な支援を行うための伴走支援ツールとして、チェックリスト、導

入効果の定量化、派遣レポートの作成がある。これらの伴走支援ツールを３地域へ適用し、活

用事例や効果の定量化を行うことが、他地域への横展開につながると考えられる。横展開の将

来像を図 2-10 に示す。 

 

 

図 2-10 目指す横展開の姿 
 

伴走支援ツールのうち、チェックリストは３地域での活用も進み、一般公開が可能になった

と考えられるため、森ハブ HP 等での普及を行っていく。 

効果の定量化については、従来用いてきた効果額算定表のほか、リードタイム・在庫量に関

する新たな指標についても検討を行った。来年度はさらに検討を進めるとともに、指標の計測

を３地域で実施し、定量化を試みる必要がある。 
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3章. 森ハブ・プラットフォームの構築・運営 
 

3.1. 実施概要 
 

3.1.1. 背景及び目的 
「森ハブ・プラットフォーム」（以下「森ハブ PF」という）は、林業イノベーションの実

現のために、これまで我が国の林業に携わってきた事業者等に加えて、新たな技術や視点と森

林・林業分野への高い関心を有する異分野の事業者等が集積した上で、情報共有・交流（マッ

チング）を活性化し、連携・協業を深めていくための「場」として令和５年度に設置された。 

２年目となる今年度は、林業イノベーションの実現に向けて役立つような情報発信、会員同

士の情報共有の促進に力を入れて森ハブ PF の運営を行った。 

森ハブ会員の属性としては、図 3-1 のとおり「製品・サービスの利用者」「（既存の）製

品・サービスの供給者」「異分野を含む新たな技術・知識の保有者」の３種類が考えられる。

マッチング①：「製品・サービスの利用者」と「（既存の）製品・サービスの供給者」につい

ては、これまでの林野庁の施策等により様々な開発が進められている。マッチング②：「（既

存の）製品・サービスの供給者」と「異分野を含む新たな技術・知識の保有者」については、

基本的には企業・法人間での新技術開発でありマッチングの状況は非公表となる可能性が高

い。そこで、森ハブ・プラットフォームの役割としては、マッチング③：「製品・サービスの

利用者」と「異分野を含む新たな技術・知識の保有者」の推進であると考えた。 

 

 

図 3-1 森ハブ・プラットフォームにおけるマッチングの種類 
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マッチング③において「異分野を含む新たな技術・知識の保有者」が林業分野に参入する

（すなわち事業参入する）際に想定される参入段階ごとの課題や障壁を図 3-2 のとおり整理

し、対応する支援を行った。 

 

 

 

図 3-2 森ハブ PF による新規参入事業者への支援の体系 
 

3.1.2. 実施体制 
森ハブ PF は、「森ハブ・プラットフォーム」設置要領・参加規約に基づき、森ハブ事務局

が運営している。実施項目は表 3-1 のとおりである。 

 

表 3-1 森ハブ PF の実施項目 
実施項目 概要 

森ハブ専用ホーム
ページの開設 

 森ハブ事務局としての業務を効率的に、効果的に実施することを目
的として開設する。 

 入会、イベント参加等の申し込みフォームを設置する。 
 わかりやすい形で技術情報を掲載する。 

PF 会員情報管理 
会員向け情報発信 

 森ハブ PF の基盤となる会員情報を管理する。 
 会員のニーズ・シーズを把握し、マッチング等の取組を行う。 
 会員相互の情報共有を推進するための取組を行う。 

イベント開催  林業と異分野の関係者等の森ハブ・プラットフォーム会員のマッチ
ングを推進するためイベント等を開催する。 

ワ ー キ ン グ ・ グ
ループの設置・運
営支援 

 会員向けにワーキング・グループの設置希望の有無を調査する。 
 設置後は、運営支援および会員への情報提供を行う。 
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3.2. 実施項目 
 

3.2.1. 森ハブ専用ホームページの開設 
森ハブ事務局としての業務を効率的・効果的に実施することを目的として森ハブ専用のホー

ムページ（以下、「森ハブ HP」という）を開設した。森ハブ HP により期待される効果は表 

3-2、森ハブ HP のトップページは図 3-3 のとおりである。 

 

表 3-2 森ハブ HP により期待される効果 
森ハブ HP の効果 概要 

森ハブの認知度向上 
 森林に関するキーワード検索において森ハブ HP がヒットする

確率をあげるよう工夫する（ページごとのハッシュタグによる
キーワード設定など）。 

一般利用者、会員の
利便性向上 

 掲載する情報を分類し、内容の概要説明等を付すことで必要な
情報にアクセスしやすくなる。 

 申し込み等を希望する際にアクセスしやすくなる。 

森ハブ事務局の事務
作業の効率化 

 新規会員登録やワーキング・グループ、イベント参加などの各
種申し込み等について Web フォームを活用することでデータ
管理等の事務作業を効率化できる。 

 

  

図 3-3 森ハブ HP のトップページ 
 

森ハブ HP は令和６年８月９日に開設し、その後、コンテンツの追加やアクセス解析機能の

実装を行った。森ハブ HP のコンテンツの構成は図 3-4、森ハブ HP の公開・機能追加の経緯は

表 3-3、及び具体的な森ハブ HP のコンテンツ内容は、表 3-4 のとおりである。 
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図 3-4 森ハブ HP のコンテンツの構成 
 

表 3-3 森ハブ HP の公開・機能追加の経緯 
年月日 内容 

令和 6（2024）年 8 月 9 日 
森ハブ HP を開設し、「HOME」、「NEWS」、「森ハ
ブとは？」、「イベント」、「入会のすすめ」及び「お
問い合わせ」のコンテンツを公開 

令和 6（2024）年 12 月 27 日 「技術情報」のコンテンツを追加公開 
令和 7（2025）年 1 月 21 日 アクセス解析機能を実装しアクセス解析を開始 

 

表 3-4 森ハブ HP のコンテンツ内容 
コンテンツ名称 内容 

HOME 

 NEWS（最新の項目のみ表示）とイベント開催報告、技術情報を
表示して、HP の訪問者に更新のお知らせを行った。 

 一般利用者向けに作成した 2 分程度の動画を作成・公開し、森ハ
ブについて紹介した。動画の概要は図 3-5 のとおりである。 

NEWS 

 イベント情報とワーキング・グループの更新情報を掲載した。 
 イベント情報は、「イベント」のコンテンツの更新情報をお知ら

せした。 
 ワーキング・グループの更新情報として、ワーキング・グループ

の設置の周知や開催結果の共有を行った。 
森ハブとは？  HOME と同様の動画を公開し、森ハブについて紹介した。 

イベント 

 新たなイベントの告知と過年度を含む過去のイベントの報告を
行った。 

 令和 6 年 9 月、令和 7 年 2 月の一般参加型イベントの際には、イ
ベントを告知して参加者の募集に活用した。 

 深掘り情報提供の座談会レポートを掲載した。 
入会のすすめ  森ハブを案内するリーフレット・森ハブ・プラットフォーム 設置
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要領・参加規約・会員一覧を掲載し、森ハブ・プラットフォーム
への会員申込フォームにつながるようにした。 

 森ハブ案内リーフレットは、図 3-6 のとおりである。 

技術情報 

 キーワードごとに関連資料と関連リンクを掲載し、キーワードに
関連する公開資料等を検索しやすくした。 

 各キーワードは、8つのカテゴリー（資源調査・伐採技術・造林技
術・スマート林業・異分野連携・森林空間利用・木材利用・木質
系新素材）に分けて、カテゴリーごとでのキーワードの絞り込み
をしやすくした。 

 各キーワードにハッシュタグを設けることにより、森ハブ HP 内で
の検索機能に関心のある言葉を入力することで、キーワードを見
つけやすくした。ハッシュタグの活用例は、図 3-7 のとおりであ
る。 

お問い合わせ 

 森ハブ事務局への問い合わせフォームにつながるようにした。 
 森ハブ事務局専用の問い合わせ用メールアドレスを作成し、この

専用のメールアドレスを使用することにより、森ハブ事務局内で
送受信内容を共有した。（令和 6 年 8 月 9 日から令和 7 年 2 月 21
日までに 270 件問い合わせ等があった。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 森ハブ紹介動画の概要 

■森ハブ紹介映像 ナレーション 
 
森の国 日本（にっぽん）。 
豊かな水と土壌に恵まれ、 
国土のおよそ７割が森林に覆われています。 
そのおよそ４割を占めるのが人の手で育まれた人工林。 
今、この人工林の多くが成熟し、利用すべき時を迎えて
います。 
 
この豊かな資源を有効活用し、カーボンニュートラルを
実現していくために、 
「伐って、使って、植えて、育てる」資源循環の環をつ
くっていくことが求められています。しかし、林業は自
然相手の危険で過酷な作業を伴う産業として、担い手の
不足や高齢化に直面しています。 
豊かな森林を次世代に引き継ぐために、いま、林業にイ
ノベーションを起こし、自然の力を最大限に活かしつ
つ、安全で、生産性が高い産業とすることが求められて
います。 
 
幅広い業種の人々が集まり、 
さまざまな技術や知識を融合し。林業に新たな価値を創
出する。 
林業イノベーション・プラットフォーム「森ハブ」 
 
「森ハブ」は、明日の林業をつくります。 
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図 3-6 森ハブ案内リーフレット 

 

 

 

 

図 3-7 森ハブ HP の技術情報の活用例 
 

アクセス解析機能として、Google アナリティクス 4 を利用した。Google アナリティクス 4

は、Web サイトやアプリのアクセス状況を分析するためのツールであり、「どれくらいの人が

訪れたか」、「どのページがよく見られているか」、「どこから来たのか」等を把握でき、サ

イトの改善に役立てることができる。 

森ハブ HP のアクセス解析は、令和７年１月 21 日から開始し、令和７年２月 21 日までの約

キーワードから検索 

カテゴリーから絞り込み 
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１か月間の森ハブ HP のページごとの表示回数は表 3-5、ファイルのダウンロード回数は表 3-6

のとおりである。 

トップページ以外で最も表示回数が多かったコンテンツはシンポジウムのお知らせであり、

これらに続く「森ハブとは？」「入会のすすめ」等の表示回数は 100～200 件程度に留まっ

た。技術情報の表示回数は低く、利用者のニーズの分析に基づくコンテンツの充実や今後の周

知が課題であるが、ファイルダウンロードの 5 位「スマート林業実践マニュアル(総集編)」は

技術情報からのリンクとなっており、一定の効果はあったと考えられる。 

ファイルのダウンロードとしては、シンポジウムのリーフレットのほか、深掘り情報提供の

資料「林業業界 DX・イノベーションの要となる『データ活用力』と『新たな付加価値』につ

いて」は公開日から 19 日間という短い期間の中でのダウンロード数が 44 と多かった。深掘り

情報提供については、さらなる普及を進めていく。 

 

表 3-5 森ハブ HP のページごとの表示回数（令和 7 年 1 月 21 日〜2 月 21 日） 
順位 タイトル 表示回数 

1 トップページ 768 
2 「林業イノベーション現場実装シンポジウム」開催のお知らせ 568 
3 森ハブとは？ 202 
4 NEWS 165 
5 入会のすすめ 136 

 

表 3-6 森ハブ HP のファイルのダウンロード回数（令和 7 年 1 月 21 日〜2 月 21 日） 
順位 ファイル名 DL 回数 

1 
リーフレット（2 月 5 日・6 日 林業イノベーション現場実装シンポジ
ウム） 

63 

2 
林業業界 DX・イノベーションの要となる『データ活用力』と『新た
な付加価値』について 

44 

3 会員一覧（令和 6 年 12 月 22 日時点） 25 
4 リーフレット（2 月 6 日 シンポジウム） 21 
5 スマート林業実践マニュアル(総集編) 17 
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3.2.2. 森ハブ PF 会員の登録及び情報共有 
（1） 登録手続きの概要 

森ハブ PF の会員（以下「森ハブ会員」という）には、「森ハブ・プラットフォーム」の設

立趣旨に賛同し、本プラットフォームの取組に積極的に参画しようとする企業・団体等であれ

ば無料で申込が可能である。申込から会員登録の流れは表 3-7、申込に必要な登録事項は表 3-8

のとおりである。 

 

表 3-7 森ハブ会員申込と事務局手続きの流れ 
申込者 事務局 

申し込みフォームに記入 （フォームからメール受領） 

 登録確認に向けた確認作業 

（メール受領） 入会受付完了・会員紹介シートの作成依頼をメール送信 

会員紹介シートの提出 （メール受領） 

 
シートの受取完了メールを送信 
会員紹介シートを保存・公開 
会員登録完了 

 

表 3-8 申込に必要な登録事項（申込フォーム項目） 
項目 概要 

設置要領・参加規約
へ同意 同意必須 

反社会的勢力排除に
関する誓約書 同意必須 

事業者名、事業者名
ふりがな 必須 研究者は組織名、個人事業主は屋号または氏名 

自治体コード 地方自治体の場合に入力 

業種 

必須 以下より複数選択 
林業（造林・保育）、林業（素材生産）、 
林業（特用林産物生産）、林業（山林種苗生産）、 
林業支援サービス業 ※、農業・漁業、 
鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、 
製造業（林業機械）、製造業（木材・木製品）、 
製造業（紙・パルプ）、製造業（その他）、 
電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、 
運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、 
不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、 
宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、 
教育・学習支援業、医療・福祉業、その他サービス業、公務、
その他 
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事業形態 

必須 以下より 1 つ選択 
【組織】会社、【組織】協同組合、【組織】公益法人、 
【組織】教育・研究機関、【組織】地方自治体、 
【組織】その他、【個人】研究者、【個人】個人事業主 

森林・林業分野への
参入状況 

必須 以下より 1 つ選択 
参入済（10 年以上経過）、参入済（10 年未満）、 
未参入（参入意向あり）、未参入（参入検討中）、 
未参入（その他） 

組織情報 
必須（個人の場合は「なし」と記入） 

代表者名、郵便番号、所在地、代表電話番号、設立年、ホー
ムページ 

担当者情報 必須 担当者名、担当者所属部署、電話番号、メールアドレス 

森ハブ PF を知った
経緯 

以下より 1 つ選択 
林野庁からの文書・メール等によるお知らせ、 
事務局からのメール等によるお知らせ、 
メディア・報道、林野庁 HP、知人からの紹介、その他 

興味・関心のある領
域 

以下より複数選択 
森林調査、伐採・造林計画、境界確定、 
伐採・集材・運材作業等の素材生産、造林・保育作業、 
路網設計・施工、木材流通・取引、育種・苗木生産、 
新素材開発、森林保護（獣害対策等）、通信、 
J クレジット・森林による CO2 吸収、その他 

森ハブへの期待、意
見・要望 自由記述 

自社 PR 自由記述 
その他、事務局への
連絡事項等 自由記述 

※ 林業支援サービス業：ここでは、森林組合や素材生産事業者等の林業経営体に対して、
作業負担軽減や生産向上支援等を行うサービス業のことを指す。例えば、ドローンによ
る苗木運搬や森林資源データの調査・解析の受託、ICT 等を活用したスマート林業に必
要な林業機械のリース・レンタルや人材の派遣、3D レーザ等を用いた森林資源調査等の
デバイスやアプリ開発・供給など。 

 

なお、森ハブ・プラットフォーム設置要領・参加規約は、今年度中に２回改正を行い、最新

の令和６年 11 月 22 日改正版を森ハブ HP1に掲示している。改正箇所を表 3-9 に示す。 

 

 

 

 

 

 
1 森ハブ HP「入会のすすめ」 https://morihub-info.com/platform/ 最下部に掲示 
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表 3-9 森ハブ・プラットフォーム設置要領・参加規約の改正箇所 
改正年月日 改正箇所（赤字） 

令和６（2024）年
7 月 17 日 

第４条 
４ 本プラットフォームの取組に係る資料は、原則公開とする
が、個別企業の活動や販売戦略等に関わる内容については、会員
の希望により非公開とすることができる。なお、資料の公開方法
は、事務局が管理運営する森ハブのウェブサイト林野庁のホーム
ページに掲載することとする。 

令和６（2024）年
11 月 22 日 

第 10 条 
２ 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、事務局に
よって当該会員を退会させることができる。 
（１）法令違反や犯罪行為等、公序良俗に反する行為 
（２）本プラットフォームの運営又は活動を妨害するおそれのあ
る行為 
（３）委員会、事務局、会員又は第三者に対する詐欺又は脅迫行
為、権利又は利益を侵害する行為 
（４）登録したメールアドレスに一定期間メールが送信できな
かった場合 
（５４）その他退会させるべき正当な理由があると事務局が判断
する行為 
 

 

（2） 森ハブ会員の属性分析 
森ハブ会員は令和７年２月 21 日現在、514 名（会員一覧を巻末資料に付す）となっている。

森ハブ会員の森林・林業分野への参入状況は図 3-8 のとおりであり、参入済みが３／４を占め

ている。参入済みであるが 10 年未満の新規参入と、未参入を合わせると約半数となる。 

森ハブ会員が興味関心のある領域は図 3-9 のとおりであり、回答件数が多い領域から順に

「森林調査、伐採・造林計画」、「伐採・集材・運材作業等の素材生産」、「J クレジット・

森林によるCO2吸収」となっている。未参入者の割合が 20%を超えている領域は「森林調査、

伐採・造林計画」、「通信」、「J クレジット・森林による CO2 吸収」である。 

「通信」については、回答件数は低いものの、未参入者の関心が高いことが分かった。林内

通信は林業現場のデジタル化の障壁となっており、この領域への参入が望まれるところであ

る。 
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図 3-8 森ハブ会員の森林・林業分野への参入状況（N=514） 
 

 

 

  

図 3-9 森林・林業分野への参入状況と興味関心のある領域（複数回答） 
 

（3） 会員相互の情報共有 
森ハブ会員同士のマッチングを推進するため、情報共有を行う仕組みを検討し、表 3-10 に示

す取組を実施した。 

 

表 3-10 会員相互の情報共有のための取組 
取組 概要 

クラウド上の共
有 フ ォ ル ダ

Microsoft のオンライン ストレージ サービス OneDrive を利用し、会
員専用のパスワードを設定して情報共有を行った。 
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（ OneDrive ）
の利用 

OneDrive での共有情報は「会員紹介シート」、「メールマガジン
バックナンバー」、「ワーキング・グループ活動報告等」である。 

会員紹介シート
の共有 

会員登録時に申込者が自ら任意で作成する。 
会員が持つ技術の紹介、連絡先等を記載す
る。 
クラウド上の共有フォルダ（OneDrive）にて
会員限定で閲覧できる。 
 
 
 

メールマガジン
の配信 

会員宛に表 3-11 に示すとおり、配信を行った。文例を図 3-10 に示
す。 
内容は事務局からのイベント開催等のお知らせのほか、林野庁からの
情報発信に加え、会員からの情報発信（表 3-12 の条件を満たすも
の）も行った。情報提供の募集案内を巻末資料に付す。 

ワーキング・グ
ループの設置 

ワーキング・グループ（以下「WG」という）は、特定のテーマに関
し定期的に意見交換・議論を行い、その成果を取りまとめたいという
会員が集まり設立するものとする。 
WG を主催・運営するのは会員であり、森ハブ事務局の支援活動は情
報共有が中心となる。 
詳細は「3.2.4 ワーキング・グループの設置・運営支援」のとおり。 

 

表 3-11 森ハブ・プラットフォーム会員向け「メールマガジン」の配信 
番号/年月日 内容 

NO.1 
2024/8/9 

1.【森ハブ_PF】一般参加型イベント（9/20）のお知らせ 
2.【森ハブ_PF】会員限定イベント（9/20）のお知らせ 

NO.2 
2024/9/4 

1.【ご案内】林野庁からのお知らせ（万博展示事業者の募集） 
2.【森ハブ_PF】一般参加型イベント（9/20）のお知らせ（再
送） 
3.【森ハブ_PF】会員限定イベント（9/20）のお知らせ（再送） 

NO.3 
2024/11/1 

1.【森ハブ_PF】森ハブ会員情報提供 No.1（東洋エンジニア） 
2.【森ハブ_PF】森ハブ会員情報提供 No.2（和建築設計事務所） 

NO.4 
2024/11/25 

1.【ご案内】ワーキング・グループの設置について（森ハブ事務
局） 
2.【森ハブ_PF】WG の開設・参加者募集（エコグリーンホール
ディングス） 
3.【森ハブ_PF】WG の開設・参加者募集（日立建機） 
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NO.5 
2025/1/6 

1.【森ハブ_PF】森ハブ会員情報提供 No.3（JVC ケンウッド） 
2.【ご案内】令和 6 年度林業イノベーション現場実装シンポジウ
ム（2/5-6）のお知らせ 

NO.6 
2025/1/16 

1.【ご案内】林野庁からのお知らせ（日本スタートアップ大賞） 
2.【森ハブ_PF】森ハブ会員情報提供 No.4（日本森林技術協会：
省力・低コスト造林技術の普及に向けたシンポジウム） 
3.【ご案内_再掲】令和 6 年度林業イノベーション現場実装シン
ポジウム（2/5-6）のお知らせ 

NO.7 
2025/2/3 

1.【ご案内】森ハブ深掘り情報提供を公開しました！ 
2.【ご案内】林野庁からのお知らせ（森林シンポジウム森林吸収
系 Jークレジットの非炭素プレミアム価値とその活用〜） 

NO.8 
2025/2/14 

1.【ご案内】森ハブ深掘り情報提供に対するご質問・ご感想を受
け付けます！ 
2.【森ハブ_PF】森ハブ会員情報提供 No.5（静岡県東部地域デジ
タル林業推進コンソーシアム） 

NO.9 
2025/2/17 

1.【ご案内】林野庁からのお知らせ（中小企業省力化投資補助
金） 
2.【ご案内】林野庁からのお知らせ（戦略的技術開発・実証事
業） 

NO.10 
2025/2/26 

1.【森ハブ_PF】WG 活動報告 No.1（日立建機株式会社） 
2.【森ハブ_PF】森ハブ会員情報提供（JVC ケンウッド） 

N O.11 
2025/3/7 

1.【森ハブ_PF】森ハブ会員情報提供 No.7（株式会社インターネッ
トイニシアティブ） 
2.【森ハブ_PF】2/6 シンポジウムのアーカイブ動画を公開しまし
た！ 
3.【ご案内】林野庁からのお知らせ（NEDO） 
4.【ご案内】森ハブ事務局からのメールマガジン配信の一時休止の
お知らせ 

 

表 3-12 メールマガジンにおける会員情報発信の条件 
取組 概要 

対象とする情報 

・イベント、講習会等のお知らせ 
・補助金、表彰式等の募集のご案内 
・林業イノベーションに資する製品・サービスに関する情報や、それ

らの導入効果 
・森ハブにおけるワーキング・グループ関係のお知らせ 

掲載条件（すべ ・森ハブ・プラットフォームの設置趣旨に合致している 
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て満たすこと） ・原則 40 字、10 行。または 400 字 
・リンク先 URL を貼り付ける場合は、直接ダウンロードするものでは

ない 

掲載できない条
件（一つも該当
し て は な ら な
い） 

・第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害するおそれのある情報
コンテンツ 

・営利が主たる目的と判断される情報 
例 期間限定での値引き情報、新商品のリリース情報、自ら執筆し
た書籍の紹介 

・森ハブ PF のメルマガにふさわしくないもの 
例 森林・林業に関する既存の技術や方法に関する情報で、林業イ
ノベーションやスマート林業にあたらないもの、特定の個人又は法
人を誹謗中傷するもの、公序良俗に反する恐れがあるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 メールマガジンの例 
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3.2.3. イベント開催・情報発信 
森ハブ会員同士、特に「製品・サービスの利用者」と「異分野を含む新たな技術・知識の保

有者」のマッチングを推進するため、イベント等を表 3-13 のとおり開催した。 

 

表 3-13 イベント開催概要 
開催日 種別 テーマ 参加人数 

令和 6 年 
9 月 20 日 

一般参加型
イベント 

森林・林業分野における“新規事業開発プロセス”
を考える 

67 名 

令和 7 年 
2 月 3 日 
(公開日) 

深掘り 
情報提供 

 座談会レポート：林業業界 DX・イノベーションの
要となる『データ活用力』と『新たな付加価値』に
ついて 

 座談会記事①：規模によらない！？林業事業体の
『データ活用力』の肝とは 

 座談会記事②：先駆者に“木材の川下領域”の『新し
い付加価値』を根掘り葉掘り聞いてみた 

44 件※ 

令和 7 年 
2 月 6 日 

一般参加型
イベント 

令和 6 年度林業イノベーション現場実装シンポジウム 
 デジタル林業戦略拠拠点構築推進事業報告 
 パネルディスカッション：林業のデジタル化はどこ

まで来たか 

172 名 

※ 公開日から 2 月 21 日まで 19 日間のダウンロード数 
 

（1） 一般参加型イベント「森林・林業分野における“新規事業開発プロセス”を考える」 
前掲図 3-2 に示すとおり、新規参入事業者にとっては、必要な情報が散逸しており情報収集

の負担が大きく、森林・林業分野の市場規模が小さいため収益性の確保が困難などの参入障壁

がある。その解決策を提示するイベントとして表 3-14、図 3-11 のとおり一般参加型イベント

を開催した。基調講演は「林業における新規事業開発のポイント」と題し、「森林づくり分野

への”異分野からの参入“ガイドライン・事例集」「森林・林業分野における新事業開発ガイ

ドライン Ver2.（2023 年３月）」2を用いて解説を行った。受け身で聞くだけにならないよう、

周囲の人と自己紹介の時間を設けたうえで、講演内容に関連した意見交換の時間を設けた。

トークセッションでは新規参入システム会社がどのようにしてモチベーションの高い林業事業

体のニーズに合わせて開発を行ったか、林業分野に合わせる部分と収益性を確保するため汎用

性を保つ部分の切り分けなど具体的な議論を行った。 

異業種や林業関係者の幅広い参加を確保することを目的に、第４回次世代森林産業展と同時

開催することとした。 

 

 
2 林野庁補助事業「令和元年度・令和 2 年度森林づくりへの異分野技術導入・実証事業」「令和 3 年度林

業分野の新技術導入・実証事業」の成果を取りまとめた資料。 

（林野庁 HPhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/houkokusho/doron.html） 
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表 3-14 9 月開催一般参加型イベントの概要 
テ ー マ 森林・林業分野における“新規事業開発プロセス”を考える 
種 別 一般参加型イベント 参 加 者 数 67 名 
開 催 日 時 令和 6 年 9 月 20 日 14:30〜16:30 

場 所 
東京国際展示場（ビッグサイト）607+608 会議室（東京都江東区） 
※ FORESTRISE2024（第 4 回次世代森林産業展）と同時開催 

プログラム 
登 壇 者 
（敬称略） 

■趣旨説明   
一重 喬一郎 （林野庁森林整備部研究指導課 課⻑補佐） 

■基調講演 「林業における新規事業開発のポイント」  
中間 康介 （一般社団法人社会実装推進センター（JISSUI） 代表理
事、株式会社 GREEN FORESTERS（⻘葉組）取締役 CSO ） 

□基調講演中に、周囲の人との自己紹介・意見交換の時間を設けた。 
■トークセッション 「新規事業開発の実例から」  

小林 俊仁 （株式会社はんぽさき 代表取締役） 
望月 貴治 （株式会社白糸植物園 森林管理部 総括） 

■まとめ   
立花 敏（京都大学 大学院農学研究科 森林科学専攻 森林・人間関係
学分野 教授） 

森ハブ HP 
イ ベ ン ト 
レ ポ ー ト 

https://morihub-info.com/eventreport/76/ 
（アーカイブ動画・リーフレット） 

情報交流会 
17:15〜19:30 ビッグサイト 102 会議室にて、森ハブ会員と登壇者の交流
会を実施。事務局を含む 28 名参加。 

 

 

  

 

 

 

基調講演          トークセッション 
 
 
 
 
 
 

 

基調講演中の、周囲の人との自己紹介・意見交換 
図 3-11 9 月開催一般参加型イベントの様子 
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イベントの効果や課題を把握するため、参加者に対して、アンケートを実施した。回答率を

高めるための工夫として、アンケート回答者には登壇者資料をメール送付することとした。ア

ンケートは参加者 67 名中有効回答数は 32 件、回答率は 47.7%であった。結果は図 3-12 から図 

3-15 のとおり、森ハブの非会員、イベント参加は初回の者が過半数を占めており、森ハブ自体

の PR 効果もあったと考えられる。林業事業体の参加者は少ないが、イベントの対象は異分野

からの参入者であり、メーカー、森林・林業関連ビジネス事業者の割合が過半数を占め、目的

に応じた参加者であったといえる。イベントへの満足度は５点満点中４点と高く、参加前後で

の考え方が変化したという者も 66%と多く、イベントの効果は高かったといえる。 

自由記述欄では、基調講演の中で周囲の人との意見交換時間を設けたことについては「面白

かった」「新鮮だった」という高評価が４件あった。考え方の変化の有無という設問において

「変化あり」の回答者の自由記述欄では、講演内容に関して「新たな気づきがあった」という

肯定的な記載が多かったが、「参入が難しいと感じた」という記載が２件あった。異分野から

の新規参入を促すためのイベントではあるが、森林・林業分野の現実を伝え、安易な参入によ

る失敗を防ぐという意味もあったと考えられる。 

今後取り上げて欲しいテーマについては、林業の基本（２件）、造林スタートアップ、防

災、木質バイオマス、森林に関心を持つ異分野の講師という記載があった。 
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図 3-12 アンケート回答者の属性（N=32） 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3-13 （参考）イベント申込者の属性（N=67） 

 

自由記述欄の概要 
 参加者間の意見交換により、普段話す機会がない業種の方の考え方などを知る事ができた。（4 件） 
 新規事業立ち上げ時の、現場の話が聞けて良かった。（3 件） 
 あらためて森林・林業分野における新規事業の参入障壁について気づくことができた。 
 新規事業を体系的に話されていたのが興味深かった。 

 
図 3-14 平均満足度（5 点満点）（N=32） 
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自由記述欄の概要 
 特化しすぎた製品を作ると、その後の展開が限定される点等今後の参考になった。（３件） 
 何を価値として提供していくか、ニーズとターゲットをより細分化をする必要性を感じた。 
 林業という分野が，他分野からの参入を求めていることを初めて知った。 
 自分の思っていたものと違い、なかなか参入出来ない世界だと感じた。 
 農業市場に比較し林業市場が小さいということを知り、随分、考え方に変化が生じた。 
  

図 3-15 イベント参加前後における考え方の変化の有無（N=32） 
 

（2） 深掘り情報提供「林業業界 DX・イノベーションの要となる『データ活用⼒』と『新たな付加価値』に
ついて」 

前掲図 3-2 に示すとおり、林業への新規参入を図る異業種の事業者にとっては、より掘り下

げた課題抽出や新規事業へのヒントを得るため、モチベーションやリテラシーが高い林業事業

体にヒアリングすることが有効であると考えられるが、対象となる林業事業体は少数であり、

新規参入者との個別マッチングは難しい。このため、森ハブ事務局が代表してヒアリング、課

題抽出等を行い、取りまとめた結果を共有することとした。 

森ハブが目指すイノベーションには、図 3-16 エラー! 参照元が見つかりません。のとおり、

性能の向上（持続的イノベーションの領域）に対し、顧客が求める性能に対し限界に達する時

点（破壊的イノベーションの領域）がある。現状では、性能に対し顧客（林業事業体）の活用

力が不足し、持続的イノベーションの性能も享受できないという課題があり、その解決策を検

討するためテーマ①「林業 DX に必要な”データ活用力”を経営・組織視点で考える」を設定

した。一方、今後、性能の限界に達した場合には破壊的イノベーションが必要になり、新たな

付加価値を探るためテーマ②「森林・林業の”新しい付加価値”をエンドユーザー視点で考え

る」を設定した。 
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出典：林業業界 DX・イノベーションの要となる『データ活用力』と『新たな付加価値』について 

図 3-16 深掘り情報提供のテーマ設定 
 

深掘り情報提供は、表 3-15 に示すとおり、２つのテーマに応じた座談会をそれぞれ開催し

た。座談会は非公開であり、モデレーターが全体をまとめた「レポート」と座談会ごとの「記

事」を作成し、公開した。記事は、WEB メディア FLAG3に掲載したうえで、森ハブ HP から

リンクを付した。 

テーマ①においては、林業事業体の立場からも中長期ビジョンが必要であることや、データ

に基づく経営・業務の改善の事例、小さな成功体験を積み重ねるという技術導入のポイントな

どについて取りまとめた。テーマ②においては、川下の木造建築・住宅を取り巻く状況の変化

から求められてきている環境的価値と情緒的価値について分析し、それに対して川上側に求め

られる活動について取りまとめた。 

会員限定サービスとしては、公開資料に対する質問等を会員限定で募集し、回答することと

した。 

 
3 森ハブ事務局でもある JISSUI が運営し、国の各種事業を通じて生まれたガイドライン・ノウハウ、

ケーススタディ、実践者の声などを発信している。 

一般的には、技術進化と時間経過によって、持続的イノ
ベーションを享受できる期間から、破壊的イノベーション
が求められる期間に移行していく。 

課題①：現実的には、技術の”活用力”不足
で、持続的イノベーションも十分に享受でき
ていない現状が見受けられる。 

課題②：並行して、国内需要量は縮小してい
く展開において、新たな”付加価値”の探索は 
必須となる。 
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表 3-15 深掘り情報提供の概要 

テ ー マ 
林業業界 DX・イノベーションの要となる『データ活用力』と『新たな
付加価値』について 

種 別 深掘り情報提供 
ヒアリング日 テーマ①令和 6 年 12 月 4 日 テーマ②令和 6 年 11 月 27 日 
公 開 日 令和 7 年 2 月 3 日 

プログラム 
登 壇 者 
（敬称略） 

■モデレーター 
中間 康介 （一般社団法人社会実装推進センター（JISSUI） 代表理
事、株式会社 GREEN FORESTERS（⻘葉組）取締役 CSO ） 

■テーマ① 
林業 DX に必要な”データ活用力”を経営・組織視点で考える 

  梶原領太（宮城十條林産株式会社 山林部課⻑・経営企画室⻑） 
  中村大知（株式会社マプリィ 執行役員） 
  森淵百合明(株式会社森淵林業 代表取締役)(事前ヒアリングのみ) 
■テーマ② 

森林・林業の”新しい付加価値”をエンドユーザー視点で考える 
古川泰司（アトリエフルカワ一級建築事務所 代表取締役、 
木造・木材コーディネーター） 
大庭拓也（株式会社 日建設計 設計技術部門 テックデザイング
ループ、Nikken Wood Lab ダイレクター） 
松原 輝和（日本木材⻘壮年団体連合会 令和 3 年度会⻑） 

森ハブ HP 
イベントレ
ポ ー ト 

https://morihub-info.com/eventreport/209/ 
■レポート（PDF ファイル） 

「林業業界 DX・イノベーションの要となる『データ活用力』と
『新たな付加価値』について」（巻末資料に付す） 
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■座談会記事 
①規模によらない！？林業事業体の『データ活用力』の肝とは 
②先駆者に“木材の川下領域”の『新しい付加価値』を根掘り葉掘り聞

いてみた 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（3） 令和 6 年度林業イノベーション現場実装シンポジウム 
デジタル林業戦略拠点３地域の成果を広く共有し、横展開につなげるため、成果報告会とし

て一般参加型イベントを表 3-16、図 3-17 のとおり開催した。林業のデジタル化を目指す林業

事業体や行政に向けて、３地域の取組事例の紹介とともに、パネルディスカッションでは、取

組を進める中での関係者の意識変化や、川下事業者との合意形成における具体的な実践内容な

ど、他地域の取組において参考とできる事例が示された。来場者からの質問はアプリ（Slido）

を用いて募集し、壇上のファシリテーターがアプリ上の質問を確認しながらパネリストに回答

してもらう方法をとったことで、質疑応答を簡潔かつ効果的に行うことができた。アプリのス

マートフォン画面を図 3-18 に示す。 

 

表 3-16 2 月開催一般参加型イベントの概要 

テ ー マ 
令和 6 年度林業イノベーション現場実装シンポジウム 
・デジタル林業戦略拠拠点構築推進事業報告 
・パネルディスカッション：林業のデジタル化はどこまで来たか 

種 別 一般参加型イベント 参 加 者 数 172 名 
開 催 日 時 令和 7 年 2 月 6 日 13:00〜15:30 
場 所 主婦会館プラザエフ ７F カトレア（東京都千代田区） 

プログラム 
登 壇 者 
（敬称略） 

■【森ハブ事業報告】  
林野庁・日本森林技術協会 

■デジタル林業戦略拠点構築推進事業報告 
スマート林業 EZO モデル構築協議会 （北海道） 
静岡県東部地域デジタル林業推進コンソーシアム （静岡県） 
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鳥取県デジタル林業コンソーシアム （鳥取県） 
■パネルディスカッション『林業のデジタル化はどこまで来たか』 
○ファシリテーター 

大萱直花（日本森林技術協会 ICT 林業推進室⻑） 
○パネリスト 

鹿又秀聡（森林総合研究所林業システム研究室 主任研究員） 
髙橋伸幸（群馬県森林組合連合会総務部⻑） 
中澤昌彦（森林総合研究所収穫システム研究室⻑） 
田中君祐（北海道水産林務部森林海洋環境局成⻑産業課 主査 
（スマート林業）） 
橘川渉（静岡県森林・林業局森林計画課 技監） 
古都誠司（鳥取県森林組合連合会 事業部⻑兼販売事業課⻑） 

森ハブ HP 
イベントレ
ポ ー ト 

https://morihub-info.com/eventreport/234/ 
（アーカイブ動画・リーフレット） 

情報交流会 
16:00〜17:30 同会場にて、森ハブ会員と登壇者の交流会を実施。事務局
を含む 51 名が参加。 

 

  
地域からの報告 

 

  
パネルディスカッション 

図 3-17 2 月開催一般参加型イベントの様子 
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図 3-18 質問募集アプリのスマートフォン画面 

 

イベント参加者に対して、アンケートを実施した。回答率を高めるための工夫として、アン

ケート回答者には登壇者資料をメール送付することとした。アンケートは、参加者 172 名（う

ちフォームからの事前申込 150名）中有効回答数は 57件、回答率は 33.3%であった。結果は図 

3-19から図 3-21のとおりである。異分野からの参入者を対象とした９月開催イベントに比べ、

行政、林業事業体の参加者の割合が増えている（９月は１／４→２月は１／２）。イベントへ

の満足度は５点満点中４点と高く、イベントの内容は適切であったといえる。 

今年度の時間配分は各地域からの報告がそれぞれ15分、パネルディスカッションが約１時間

であり、パネルディスカッションに重きを置いた構成としたため、各地域からの報告について

は、自由記述欄にて「よく分かった」という好意的な意見が多かったものの「発表時間が短

かった」という意見が９件あった。パネルディスカッションについての自由記述欄には「苦労

した点、工夫した点といった生の声が聞けて良かった」という意見が４件あった。限られたイ

ベント開催時間の中での配分としては、パネルディスカッションに十分な時間をとったことは

適切であったと考えられるが、各地域の成果報告の詳細を公表する仕組について検討する必要

がある。 
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図 3-19 2 月イベントアンケート回答者の属性（N=57） 
 

          

             

 

 

図 3-20 （参考）2 月イベント事前申込者の属性（N=150） 
  

件

行政
林業事業体
大学・研究機関
学生

メーカー
その他｜森林・林業関連ビジネス事業者
その他 会員 非会員 

件

行政
林業事業体
大学・研究機関
学生

メーカー
その他｜森林・林業関連ビジネス事業者
その他
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自由記述欄の概要 
○ 3 地域報告 
 各地域がどのような点に困っていて、どう改善されようとしているのか、よく分かった。（14 件） 
 各地域の報告の時間が短かった。（９件） 
 同じようなシステムを多くの箇所で別々に構築する必要があるのだろうか、とやや疑問を持った。 
○ パネルディスカッション 
 パネルディスカッションでは各協議会の苦心したところやこれからの話など、生の声をお聞きでき

て大変良かった。（4 件） 
 何となく明るい兆しが見えるディスカッションであった。 
 今後、自県においても同様の取組を進める際の参考になる。 
 収益の再配分についてはもっと聞きたかった。 

 

図 3-21 2 月イベント平均満足度（5 点満点）（N=57） 
 

3.2.4. ワーキング・グループの設置・運営支援 
ワーキング・グループ（以下、「WG」という）は、令和５年度森ハブ専門委員会での議論

を踏まえ、森ハブの設立趣旨に沿った特定のテーマに関し、会員が自主的に定期的な意見交

換・議論を行い、その成果を取りまとめるものとして設置する。森ハブ事務局は表 3-17 のとお

り森ハブ HP やメールマガジンを通じて森ハブ会員に対する WG 設立の周知を行うとともに、

得られた成果の会員への情報共有等を行い、WG の設置・運営を支援した。WG を主催・運営

するのは会員であり、森ハブ事務局の支援活動は情報共有が中心となる。 

 

表 3-17 森ハブ WG の概要 

森 ハ ブ 事 務 局 
による支援内容 

 森ハブ HP やメールマガジンにおいて WG 開設の案内、参加者募
集のお知らせを行った。（参加者の応募先等は運営者とする。） 

 森ハブ HP やメールマガジンにおいて WG 開催結果の報告を行っ
た。（報告文は運営者が作成する。） 

 森ハブ HP やメールマガジンの掲載内容は事務局で確認後に掲載
した。 

WG の採用条件 

 運営責任者及び参加メンバーが森ハブ会員であること。 
 森ハブの設置要領・参加規約に則った取組であること。 
 林業の安全性と生産性の飛躍的な向上を図るために必要な新技術

の開発と現場実装に役立つ特定のテーマを取り扱う取組であるこ



 

52 

と。 
 令和 6 年度中に 1 回は開催し（オンラインでも可）、報告文（所

定様式あり）を提出すること。 
 

WG 設置については、表 3-18 のとおり林野庁と事務局で審査し、専門委員会の承認を得て実

施した。３者の応募があり、うち２者を採用し表 3-19、表 3-20 のとおり設置され、令和７年

１月中に第１回が開催された。 

両 WG とも自己紹介及びテーマに沿った複数の技術紹介が行われ、参加者にとって最新情報

を収集できる機会となった。また、WG の運営者からは、マッチングにつながる取組であると

の意見が得られた。今後の意見交換による具体的な成果が期待される。 

 

表 3-18 WG の設置 
年月日 森ハブ事務局の実施内容 WG 運営主体の実施内容 

令和 6 年 
10 月 7 日〜10
月 24 日 

WG 設置の募集をメールマガジンにより
会員宛に実施（巻末資料に付す）。 
応募総数は３者。 

応募案内に沿って応募。 

10 月 24 日 
応募内容につき、林野庁と事務局で審査
（前掲表 3-17 の採用条件に合致してい
るか）を実施。 

 

10 月 31 日 
林野庁と事務局による審査結果を第 2 回
専門委員会にて審議し、２者の WG を採
用。 

 

11 月 11 日 応募者 3 者に審査結果を通知。  

12 月 2 日 
WG の開設及び参加者募集を森ハブ森ハ
ブ HP にて実施。 

参加希望者との連絡調整 

 

表 3-19 設置された WG の概要（1/2） 
名 称 エネルギーの森づくり 
運 営 者 株式会社エコグリーンホールディングス 杉島 将太 

設置目的 

FIT により全国で木質バイオマス発電が設置されており、林業者も少なか
らず恩恵を受けているが、FIT は 20 年間に限定されたインセンティブであ
り、FIT 終了後、木質バイオマスチップは化石燃料含めた市場の価格競争に
晒される。 

木質バイオマスチップの需要が減少した場合、林業事業体側は需要の大
きな損失に繋がり、国⺠負担を伴って設立したバイオマス発電所は化石燃料
を使用する発電所になる可能性がある。 
 その現実が 10 年〜15 年程度に迫っている中で、早生樹等を活用した短伐
期のエネルギーの森を作る WG を設立する。 
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参加者募
集の要件 

・実際に植栽等の試験が可能な方 
・山林を所有している方 
・地産地消の木材利用に興味がある方 
・木材のエネルギー利用に興味がある方 

開催予定 
令和 6 年度 開催時期は 3 ヶ月に 1 回度 
議題 全国の早生樹事例（現在）、過去の取り組み、課題整理 

第 1 回 
開催結果 

令和 7（2025）年 1 月 23 日開催（WEB） 
活動報告は森ハブ HP https://morihub-info.com/news/wg2024_01/ 

 

表 3-20 設置された WG の概要（2/2） 
名 称 森林の生物多様性調査分析技術 
運 営 者 日立建機株式会社 門 裕一 

設置目的 

社有林を持つ企業や、森林保全を行っている企業の TNFD レポート等に
も影響する生物多様性の評価のための調査、分析に関する技術やソリュー
ションを扱う WG である。 

副次的にはなるが、評価の結果、森林の生物多様性を改善するような施
業が増えることで、林業が活性化する等、林業業界にもプラスの影響を与え
られる可能性を持っていると考える。 
 その可能性を大きくするためにも、生物多様性調査分析技術についての
WG にて、企業の TNFD 対応を推進するきっかけやそれらの技術領域の活性
化を行うとともに、OECM の推進として自然共生サイトへの登録等にもつ
なげていく。 

参加者募
集の要件 

・生物多様性調査分析技術を持っている方 
・生物多様性を含む TNFD 対応について興味がある方 

開催予定 

令和６年度 生物多様性の調査分析技術を持つ企業の調査と、取り組み内容
調査 

 TNFD に対応するために必要な内容の確認。 
 森ハブ WG として、生物多様性の調査分析技術の領域に貢献可能か

の検討。 
 WG の活動を通して林業業界に貢献できるか確認。 

第 1 回 
開催結果 

令和 7（2025）年 1 月 30 日開催（WEB） 
活動報告は森ハブ HP  https://morihub-info.com/news/wg2024_02/ 

第 ２ 回 
開催結果 

令和 7（2025）年 2 月 28 日（活動報告は上記 HP） 
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3.3. 今後の課題 
 

森ハブ PF は、「林業イノベーション」の実現に向けて、森林・林業分野にこれまで携わっ

てきた事業者等と新たな技術や視点と森林・林業分野への高い関心を有する異分野の事業者等

の情報共有・交流を活性化し、連携・協業を深めていくための「場」として設置されている。

現在、514 名の森ハブ会員のうち、森林・林業分野へ参入済みであるが 10 年未満の新規参入

と、未参入を合わせると約半数となる。森ハブ PF の設置目的に照らして、割合は適切と考え

られる。一方、イベントの参加者の属性を見ると、林業事業体の割合が 10%以下となってお

り、林業事業体への情報提供、イベント等への参加促進が求められる。今年度は、地方に所在

する林業事業体等にも情報を届ける仕組みとして、イベントのアーカイブ動画の公開、メール

マガジンの配信を行ったが、異業種との直接的なマッチングにつなげていくためには、地方で

のイベント開催など新たな取組も必要と考えられる。 

マッチングについては、他省庁の事例等からもモチベーション・リテラシーが高い事業者同

士でなければ事業化に結び付きにくいと言われているものの、500 余りの会員について、モチ

ベーション・リテラシーの高い会員を抽出し、マッチングに結びつけるための具体的な方法は

提示できていない。 

第３回専門委員会（令和 7年 1月 27日）では、会員の抽出に関して、「林業事業体を、リテ

ラシーの高い、低い、モチベーションの高い、低いで分けるのは難しい。モチベーションやリ

テラシーをどうやって引き上げていくかが森ハブの課題」、「（会員を）細分化するにあたっ

て、主観的な情報はできるだけ排除し、客観的な情報にした方が良い。例えば機能＝提供価値

など。森ハブのビジョンとしてどの機能が必要か決まれば、細分化の項目も決められるのでは

ないか。細分化作業には実用性を伴う必要があり、政策意図を反映していることが重要」など

の指摘があった。 

同様に、マッチングの進め方に関しては、「限られた人的・費用的資源をどこに優先的に投

下して、次に何をやるかの作戦が必要。モチベーションが高い人や、資金余力がある人をコー

ディネーターが見極めて優先的に支援し、成功事例を作ることから始めた方が良い」などの指

摘があった。 

今後は、会員の属性・関心等の実態、これまでの PF の活動実績とそれに対する会員の満足

度合い、上記の専門委員からの指摘等を踏まえて、森ハブ PF の設置趣旨を全うするために必

要となるマッチングに向けた取組を具体的に検討し、実行することが必要である。 

WG は、運営者も参加者も主体的に参加を表明して継続的に取り組んでいるものであり、

テーマに沿ったモチベーション・リテラシーが高い事業者が集まる場になる可能性があるた

め、WG が設置されたテーマに限っては、今後のマッチングの成果が期待できる。 

森ハブ会員の限定サービスとして、今年度は、会員紹介シートの閲覧、メルマガによる情報

発信、WG の設置・参加、深掘り情報提供への質疑応答を行った。PF の会費が無料であるため

に会員の裾野が広く、幅広い会員に裨益するサービスを行うことが求められる一方で、会員の

満足度をより向上するためには、分野やニーズを絞ることで、特定の会員向けのサービスや特

典などの魅力的な会員限定サービスが必要であり、バランスを取りながら運営していく必要が
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ある。今後は、会員からの要望を取り入れる仕組み等を検討し、会員限定サービスを拡充して

いく必要がある。 

森ハブ PF の運営においては、運営基盤として情報発信のための森ハブ HP や会員管理シス

テムなどが必要と考えられる。今年度は、森ハブ HP の開設やメルマガ配信、WG の設置な

ど、情報発信の基盤整備に注力しつつ、並行してイベント開催等を実施してきた。一方、基盤

整備の中で、今年度は不十分だった点として会員管理のシステム化があげられる。 

森ハブへの入会手続きにおいて、申込フォームにより会員情報はデジタル化されているもの

の、入会通知・アンケート等の送付、会員紹介シートの作成依頼と受領などは手作業で実施し

ている。申込フォームからメールの自動送信などのシステム化により、効率的かつ確実な運営

が期待できる。 

また、申込時に入力された会員属性やニーズ・シーズの分析を効率的に進めることで会員の

満足度を上げることができると考えられるが、昨年度から継続使用している入会フォームにつ

いては集計に適した形態への改訂が必要である。 
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4章. 林業機械の自動運転・遠隔操作に係る安全対策の検討 
 

4.1. 実施概要 
 

4.1.1. 背景及び目的 
近年、林業の安全性及び生産性の向上を目指して林業機械の遠隔操作化技術及び自動化技術

の開発が進展し、遠隔操作林業機械は実用化段階にあり、自動運転林業機械は開発・実証段階

にある。これらの技術は、これまで林業現場には導入されていない新たな技術であることか

ら、これまでにない新たなリスクが生じる可能性がある。 

そこで、これらの技術の実用化とより一層の普及を推進することを目的に、林業機械の自動

運転・遠隔操作の安全対策に関して、対象とする機械、関係者の主な役割・順守すべき事項等

の検討を行った上で、ガイドラインを作成する。 

 

4.1.2. 実施体制 
ガイドラインの作成に当たって、農業分野において取り組まれてきた、自動走行・作業を伴

う車両系の農業機械の安全性確保を目的とした定めたガイドラインや、建設現場における自動

施工における安全を確保するためのルール等を参考にしながら、国立研究開発法人森林研究・

整備機構 森林総合研究所 林業工学研究領域 収穫システム研究室と連携を取りながらとりまと

めを進めた。また、ガイドラインの内容については、林業機械の自動運転・遠隔操作に関する

安全対策検討会において、事務局から付議されたガイドライン案を承認いただくとともに、指

導・助言を得た。ガイドライン作成実施体制は図 4-1 のとおりである。 

 

 

図 4-1 ガイドライン作成実施体制 
 

 

 

 

 














































































































